
同 意 書 

 

保育所の入所申込にあたり、児童福祉法第２４条に基づき、入所児童が退所又は卒園するまでの間、 

次の事項について同意します。 

 

１．関係機関において、住民基本台帳等を閲覧し、居住要件、世帯状況等について確認すること。 

２．保育料を決定するために、関係機関で所得状況及び課税状況等を確認すること。 

３．保育料の多子軽減適用を決定するために、公立幼稚園入園(退園)の状況を確認すること。 

４．職員が必要に応じて職場や家庭等に電話及び直接訪問を行い、保育に欠ける状況を確認すること。 

５．保育に欠ける状況を確認するために、関係機関で調査・照会すること。 

６．届出内容が事実と相違した場合、入所内定(決定)の取消し、又は退所になること。 

７．同居家族について、就労証明の提出がない場合は、求職者(入所期間３ヶ月)と同様の扱いとなり、

３ヶ月以内に就労証明を提出できない場合は、退所となること。 

８．届出内容で、保育の運営上必要と認められる情報を保育所(園)に提供すること。 

９．公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合において、情報を提供すること。 

10．入所時３歳以上の児童については、主食費(月500円)副食費（月5500円）を負担すること。 

11．久米島町保育利用募集案内（町立・法人）の内容を確認すること。 

 

令和   年   月   日 

久米島町長   殿 

 

 私は、以上のことについて同意します。 

 

住 所   久米島町字                                               

 

児童との関係     父                                                     

 

  母                                                     

 

 祖父                                                    

 

 祖母                                                    

 

(    )                                                   

 

(    )                                                   

 

(    )                                                   

同意書署名の際の注意点 

①児童と同居している方(18歳未満は除く)全員のそれぞれの署名が必要です。 

 父母・祖父母以外の同居人がいる場合は、署名の前の(  )欄に児童との関係を記入してください。 

 ※同居とは、住民票の記載に関わらず、同一住所に居住している方となります。 


